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1 浄水9項目
上水道

（浄水）他
8 80 ● ● ● ● ● ● ● ●

2
浄水22項目
上野、七滝、浅の藪（省略不可21、蒸残）

上水道
（浄水）他

3 9 ● ● ●

3
浄水23項目
大内（省略不可21，アルミ、蒸残）

上水道
（浄水）

3 3 ● ● ●

4
浄水24項目
御船、高木（省略不可21、硝・亜硝、亜硝、蒸残）
上梅木、田畑（省略不可21、砒素、硬度、蒸残）

上水道
（浄水）

3 12 ● ● ●

5
浄水26項目
辺田見（省略不可21，硝・亜硝、亜硝、鉄、アルミ、蒸残）
瓜山（省略不可21、硝・亜硝、亜硝、鉄、硬度、蒸残

上水道
（浄水）

3 6 ● ● ●

6 浄水全51項目
上水道

（浄水）他
1 10 ●

7 原水40項目 原水 1 9 ●

8 原水指標菌2項目 原水 4 36 ● ● ● ●

9
原水　クリプトスポリジウム
（上梅木浄水場、大内浄水場）

原水 4 8 ● ● ● ●
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請求周期 請求〆日 請求単位

4

2

御船町水道事業水質検査業務委託

令和５年度年間予定表

No.
採取場所

（検査項目）
試料名 箇所 回数 検体数

2

依頼者  
御船町役場　環境保全課

10

3

1

10

9

9

096-282-0472

〒861-3296　上益城郡御船町大字御船995-1 096-282-1669

報告先  
御船町水道事業　御船町長　藤木　正幸

請負業者
 水道法第20条の機関登録業者に依頼する  

 

連絡先
御船町役場　環境保全課　　　　TEL　096-282-0472　　FAX　096-282-1669　メールアドレス：suido@town.mifune.lg.jp

報告書の送付方法 同一受付日分をまとめて送付（１部）及びデータでも送信。 報告書部数 1 部

特記事項

　納入期限　令和5年3月31日　　　　　請求書分割：なし　　　　　契約保証金：なし

（分析）　浄水では現場データ（気温・水温・残塩等）の一覧を作成し、毎月の報告書と一緒に提出する。　

（総括）　業務完了後、一覧表を作成のうえ提出すること。

請求の方法 毎月　３ヶ月　６か月　年度末 その都度　20日　25日　末日 受付日　　納品日


